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    ２月１３日 

 

午前・午後 ８時３１分 

東郷町議会議長  井俣憲治 殿 

                東郷町議会議員  

                議席番号 ３ 番  氏名  新家光江  ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 
東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問したいので通告します。  

記  

                            №  ３－１   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

１  第３期東郷町  

特定健康診査等  

実施計画につい  

て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

２  第２期データ  

ヘルス計画につ  

いて  

 

⑴  特定診査受診率の向上について  

①  若年層（４０～５０歳代）の被保険  

者の未受診率は、平成２８年度末 29.2 

％と非常に低いので、受診勧奨の取り  

組みが必須課題であると思われるが、  

どのような対策を行ってきたか。  

  ②  特定健康診査受診率が平成２５年度

から平成２８年度にかけて向上してい

るが、どのような事を行ったか。  

③  第３期での実施方法はどこを変えた  

か。  

 

⑵  特定保健指導について  

①  第２期での平成２８年度２６．０％  

は、国の平成２９年度到達目標６０％

には未到達であるが、町はどのように

捉えているか。  

②  第３期での実施方法はどこを変えた  

か。  

 

 

⑴  保健事業について  

①  特定健康診査継続受診対策について  

毎年継続して受診している人は、あえ  

て勧奨の必要はないものの、継続して  

いるが故に見えてくる結果を明確に提

供し、受診を継続してきた事に対しての

意識を深めてもらうと良いのではと思

われるがどうか。  

 

 

町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  



                

 ３番  氏名  新家光江  №３－２   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  東郷町障がい  

福祉ビジョンに  

ついて  

 

②  特定保健指導未利用者対策について  

ア  業者委託による電話勧奨にした  

理由は。  

イ  業者委託による電話勧奨のメリッ

トは。  

③  特定保健指導対象者健康教育につ  

いて  

どのような事を行うのか。  

④  がん検診受診率向上業務について  

国の目標としている受診率に比べ、  

まだまだ低い受診率なので、今後の  

更なる取り組みをどうするのか。  

⑤  ２０～３９歳の方の為の健診受診率  

向上業務について  

メールでの指導やスマホのアプリ等  

の検討は。  

⑥  重複服薬（重複・頻回受診）対策、  

薬剤併用禁忌対策、服薬の状況の確認  

について  

どのような事を考えているか。  

 

 

平成３０年度は、中間見直しをした「第４次

東郷町障がい者計画」と「第５期東郷町障がい

福祉計画」及び「第１期東郷町障がい児童福祉

計画」を一体とした「東郷町障がい福祉ビジョ

ン」の策定の年である。  

そこでそのビジョンについて、次の点につ

いて伺う。  

 

⑴  障がい者のおかれている現状について  

①  手帳を持っている人数と傾向は。  

②  本町の支援はどうなっているのか。  

③どんな課題があるか。  

 

⑵  相談支援体制について  

①  「ローゼル」の役割について。  

②  「柏葉」の役割について。  

③  両相談事業所の連携について。  

 

 

町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

 

 



 

 ３番  氏名  新家光江  №３－３   
 

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶  就労支援について  

①  一般就労に当たらない障がいのある  

人の支援の現状について。  

②  障がい者雇用の促進について。  

③  今後について。  

 

⑷  障がいに対する理解の促進について  

①  「障がい者差別解消法」の周知・啓  

発をどうするか。  

②  どの様に進めているか。  

③  平成２８年１０月に、県で「手話言  

語の普及及び障がいの特性に応じたコ  

ミュニケーション手段の利用の促進に  

関する条例」が施行されたが、本町の  

取り組みはどうなっているか。  

④  スポーツやレクリエーション大会は  

増やすか。  

 

 

町長  

担当部長  

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

 


